
直方市専門家派遣補助金交付要綱  

令和5年10月10日 

告示第209号 

（目的） 

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則（平成 3年直方市規則第6号。以下「規

則」という。）第3条の規定に基づき、直方市専門家派遣補助金に関し必要な事

項を定めることにより、専門家派遣を受ける費用の一部を補助することで、中

小企業の成長を促進し、もって本市の経済の活性化に資することを目的とする。 

（定義） 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条に規定する中

小企業者をいう。  

(2) 専門家派遣 独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」とい

う。）が行うハンズオン支援（専門家派遣）をいう。  

（補助対象事業）  

第3条 補助金を交付する対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

補助対象事業者が企業の課題解決を目的として、市内に所在する事業所で専門

家派遣を受ける事業とする。  

2 前項の規定にかかわらず、次の事項に該当する場合は、補助の対象としない。 

(1) 補助対象事業に対して、国又は他の地方公共団体等から補助を受けている

もの 

(2) 本要綱の施行日前に開始した事業  

3 補助対象事業は、第7条の規定により補助金の交付申請を行う日の属する年度

の3月31日までに実施しなければならない。  

（補助対象事業者）  

第4条 補助金を交付する対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、

市内に事業所を有する中小企業者とする。  

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。  

(1) 直方市税等の滞納又は未申告がある者  

(2) 直方市暴力団等追放推進条例（平成 20年直方市条例第20号）第2条に規定

する暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及び暴力団に関係する者  



(3) 法人でその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同

等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）のうちに前号に該当

する者のあるもの  

(4) その他本事業の目的に適合しないと市長が判断する者  

（補助金の額） 

第5条 補助金の額は、補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

に2分の1を乗じて得た額（その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数

を切り捨てた額）とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、補助

対象事業が複数年度にわたる場合は、当該年度ごとの補助対象事業の実施月数

に応じて補助金の額を定めるものとする。  

2 補助金の上限額は各年度20万円とする。 

（補助対象経費）  

第6条 補助対象経費は、補助対象事業者が専門家派遣に要した費用で中小機構に

対し直接支払うもの（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）とする。  

（補助金の交付申請）  

第7条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、中小機

構と契約する日前までに直方市専門家派遣補助金交付申請書（様式第 1号）に次

に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降

も補助対象事業を継続する場合の翌年度以降の申請については、この限りでな

い。 

(1) 直方市専門家派遣補助金誓約書兼同意書（様式第 2号） 

(2) 直方市専門家派遣補助金事業（変更）計画書（様式第 3号） 

(3) 市税等完納証明書  

(4) 法人登記事項証明書（3か月以内に発行されたもの）  

(5) 中小機構に提出する申込書の写し  

(6) その他市長が必要と認める書類  

（補助金の交付の決定）  

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、交付申請に係る書類を審

査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、直方市専門家派遣補助金

交付決定通知書（様式第4号）により、申請者に通知するものとする。  



2 市長は、前項の規定による審査により、補助金を交付することが不適当である

と認めたときは、直方市専門家派遣補助金不交付決定通知書（様式第 5号）によ

り、申請者に通知するものとする。  

（変更申請等） 

第9条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、第7条の規定による交付申請の内容を変更しようとするときは、

直方市専門家派遣補助金変更承認申請書（様式第 6号）に次に掲げる書類を添付

し、市長に提出しなければならない。  

(1) 直方市専門家派遣補助金事業（変更）計画書（様式第 3号） 

(2) その他市長が必要と認める書類  

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、

当該申請の可否について、直方市専門家派遣補助金事業内容変更承認・不承認

通知書（様式第7号）により、当該交付決定者に通知するものとする。ただし、

補助対象経費が増額になった場合は、前条第 1項の規定により決定した補助金の

額は変更しないものとする。  

（中間報告） 

第10条 交付決定者は、各年度3月31日までに補助対象事業が完了しないときは、

次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。  

(1) 直方市専門家派遣補助金中間報告書（様式第 8号） 

(2) 専門家派遣決定通知書の写し  

(3) 専門家派遣事業に係る費用の支払を証する書類  

(4) その他市長が必要と認める書類  

（実績報告） 

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を添付

し、市長に提出しなければならない。  

(1) 直方市専門家派遣補助金完了及び実績報告書（様式第 9号） 

(2) 専門家派遣決定通知書の写し  

(3) 専門家派遣事業に係る費用の支払を証する書類  

(4) 専門家派遣事業が完了したことを確認できる書類  

(5) その他市長が必要と認める書類  

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定による中間報告を行った場合は、前項第

2号及び第3号に掲げる書類の提出を省略することができる。  



（交付の確定） 

第12条 市長は、前2条の規定により中間報告又は実績報告を受けた場合は、報告

書の内容を審査し、その成果が補助金などの交付内容又は付した条件に適合す

ると認めたときは、直方市専門家派遣補助金交付確定通知書（様式第 10号）に

より、交付決定者に通知するものとする。  

（補助金の請求）  

第13条 前条の規定による通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）が補

助金の交付を受けようとするときは、市長に対し補助金の交付を請求するもの

とする。 

2 前項の規定による請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助事業者に

支払うものとする。  

（補助金の交付決定の取消し）  

第14条 市長は、規則第17条により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し

たときは、速やかに、その旨を直方市専門家派遣補助金交付決定取消通知書（様

式第11号）により当該補助事業者に通知するものとする。  

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助

金を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。  

附 則 

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和 5年11月1日から適用する。  

2 この要綱は、令和 10年3月31日限り、その効力を失う。  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


